
識別表示マークと表示義務・ルール

消費者が容器や包装をゴミとして排出する際に
分別しやすくするために表示するマークで、
容器包装の素材を表します。

※ゴミの分別が容易になることで市町村の分別収集促進に繋げる意図もあります。

トキワ印刷は紙製パッケージの取り扱いがダントツに多いので、印刷・製造しているパッケージの

ほぼ全てに紙製容器包装の認識マーク　　　が入っています。

また、マークと一緒に表示されている文字がありますが、それを 「役割名」 と言います。

役割名は多重包装容器の場合に表示されますが、多重包装容器とは何なのか？
裏面で解説していきたいと思います。

商品パッケージに必ず表示されている識別表示マーク。
容器包装リサイクル法で表示を義務付けられているので普段からよく目にする
マークですが、表示する上で国が定めたルールがあるのをご存知でしたか？

今回は紙製とプラスチック製パッケージの識別表示マークと表示ルールの一部にフォーカスしてみました。
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77777月月月月月号号号号「トキワ印刷通信」 とは、トキワ印刷が自社の紹介や印刷業界のさまざまな情報をお送りする情報紙です。

トキワ印刷通信トキワ印刷通信

※飲料用スチール缶
（缶コーヒー、お茶、
 野菜ジュースなど）

※飲料・酒類・
　特定調味料（醤油、
　みりん風調味料、
　食酢・調味料、
　ドレッシングなど）

※PETボトルマーク
　表示以外のプラスチ
　ック製容器

※紙製容器に表示する
　マーク（段ボールや
　アルミニウムを使用
　していない飲料用
　紙パックは除く）

※飲料用アルミ缶
（缶ビール、炭酸飲料
　　　　　　　など）
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①容器包装がいくつか複数の分離できる部分で構成されるもの

②容器包装に入った商品をさらに容器包装にいれたもの
※下記はほんの一例です。 他にも決められた表示ルールのパターンがあります。

刻印とは表面に凸凹を刻む加工。
※エンボスの場合も刻印のルールに

　当てはまります。

印刷・ラベルの場合：6mm以上

刻印の場合：8mm以上

①の例・・・カップめんの容器 ②の例・・・お菓子の箱

識別表示マークの表示サイズにも決まりがあります。

表示サイズは表示方法による違いもあり、ぜひ知っておいて損はないと思います。

印刷・ラベルの場合は、タテ6mm以上　刻印の場合は、タテ8mm以上　と決められています。　

識別表示マークの表示は法的義務があるが、表示サイズは少しくらいなら
決められたサイズより小さくしても問題はない

マークの表示サイズ

ここまで簡単ですが識別表示マークについて解説してきました。
どの程度理解いただけたか、ぜひ下記の○×クイズでチェックしてみてください。
※正解と解説は問題文の下にあります。

認識表示マークの理解度チェック

問1問1

牛乳パックは紙製なので識別表示は紙製容器包装マークを入れる問2問2

ノベルティや景品を入れる紙箱や袋には識別表示マークを入れる必要はない問3問3
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理解度チェックの答え
①：×　（印刷・ラベルの場合はタテ6mm以上、刻印・エンボスの場合はタテ8ｍｍ以上と定められています）
②：×　（牛乳パックはアルミニウムを使用していない紙なので「紙パックマーク」をいれますが、法的義務はありません）
③：○　（ノベルティや景品は商品ではないので、それらを入れる箱や袋には識別表示マークを表示する必要はありません）




